
１． 管理職への任用に関する状況（令和６年10月１日時点）

（１）管理職員数及び割合

Ⅰ種試験等 Ⅱ種試験等 Ⅲ種試験等 その他 合計

うち女性 うち女性 　 うち女性 うち女性 うち女性

人数(人) 225 19 37 0 101 1 26 0 389 20

割合 57.8% 8.4% 9.5% 0.0% 26.0% 1.0% 6.7% 0.0% 100% 5.1%

人数(人) 217 14 1 0 28 0 3 0 249 14

割合 87.1% 6.5% 0.4% 0.0% 11.2% 0.0% 1.2% 0.0% 100% 5.6%

（２）管理職員の府省間人事交流の実施状況

室長級 課長級 合計 室長級 課長級 合計

37 78 115 8 6 14

試験区分

合計（人）

室長級

令 和 7 年 2 月 5 日

採用府省以外の府省
での勤務者数

（他府省への出向数）

採用府省以外の府省
からの勤務者数

（他府省からの出向数）

国 土 交 通 省
観 光 庁
気 象 庁
運 輸 安 全 委 員 会
海 上 保 安 庁

管理職への任用状況等について（令和６年度）
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7

5

課長級
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(注)１ 「管理職」とは、国家公務員法第34条第１項第７号に規定する官職であり、幹部職員の任用等に関する政令第２条第１
項に掲げる各機関（いわゆる本府省）に属する一般職の国家公務員に係る官職であって、職制上の段階が「室長級」又
は「課長級」の官職をいう。また、「管理職員」とは、管理職の官職を占める職員をいう。専門スタッフ職俸給表の適用を
受ける職員については対象外。以下同じ。

「Ⅱ種試験等」とは、国家公務員採用Ⅱ種試験、法務教官採用試験、外務専門職採用試験、国税専門官採用試験、労
働基準監督官採用試験、その他Ⅱ種試験に準ずる試験をいう。以下同じ。

女性の割合は、採用試験別の人数に対する割合を表す。以下同じ。

2 「Ⅰ種試験等」とは、国家公務員採用Ⅰ種試験、その他Ⅰ種試験に準ずる試験をいう。以下同じ。

割合については、小数第二位で四捨五入しているため、それぞれの合計の数字と合わないことがある。以下同じ。

3

「Ⅲ種試験等」とは、国家公務員採用Ⅲ種試験、皇宮護衛官採用試験、刑務官採用試験、入国警備官採用試験、その
他Ⅲ種試験に準ずる試験をいう。以下同じ。
「その他」とは、選考採用などをいう。以下同じ。



２． 本府省管理職に初めて任用された者についての状況（令和５年10月２日～令和６年10月１日）

（１）本府省管理職に初めて任用された職員の採用試験の種類及び勤続年数
イ

Ⅰ種試験等 Ⅱ種試験等 Ⅲ種試験等 その他 合計

うち女性 うち女性 　 うち女性 うち女性 うち女性

人数(人) 72 8 21 0 36 1 9 0 138 9

割合 52.2% 11.1% 15.2% 0.0% 26.1% 2.8% 6.5% 0.0% 100% 6.5%

人数(人) 56 5 0 0 18 0 2 0 76 5

割合 73.7% 8.9% 0.0% － 23.7% 0.0% 2.6% 0.0% 100% 6.6%

ロ 本府省室長級の官職に初めて任用された職員についての採用から当該任用までに要した勤続年数

ハ 本府省課長級の官職に初めて任用された職員についての採用から当該任用までに要した勤続年数

室長級

本府省室長級又は課長級の官職に任用されたことのない職員のうち、初めて本府省室長級又は課長級の
官職に任用された職員数及び割合
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（２）本府省室長級又は課長級の官職に初めて任用された職員の出向経験
（単位：人）

「出向」には、他府省のほか、地方公共団体、民間企業等が含まれる。

３． 採用年次、採用試験の種類等にとらわれない人事運用を行った取組例（令和５年10月２日～令和６年10月１日）
（１）幹部職及び管理職の取組状況

具体的
事例

１　幹部職（相当職含む）とは、標準的な官職を定める政令本則の表１の項第３欄第１号、第２号又は第３号に
　掲げる職制上の段階（事務次官、局長、部長級）及びそれらと同等の職制上の段階に属する官職をいう。
２　管理職（相当職含む）とは、標準的な官職を定める政令本則の表１の項第３欄第４号又は第５号に掲げる
　職制上の段階（課長、室長級）及びそれらと同等の職制上の段階に属する官職をいう。

運輸安全委員会事務局統括船舶
事故調査官（室長級）に選考で採
用

(注)

(注)

海上保安庁総務部人事課長にⅢ
種試験採用相当から採用した職員
を登用

具体的
事例

管理職（相当職含む）

採用試験の職種や種類にとらわ
れない登用

国土技術政策総合研究所社会資
本マネジメント研究センター緑化生
態研究室長に初級試験から採用し
た職員を登用

国土地理院応用地理部長にⅡ種
試験から採用した職員を登用

(注)

２回以上

65

4511 20

１回０回

37 36

出向回数

課長級

室長級

事例 幹部職(相当職含む）

民間人材等の採用・登用



４． 採用（選考を含む）の状況（令和５年10月２日～令和６年10月１日）

（１）採用職員数
（単位：人）

（２）選考によって新たに採用した者のうち、公募手続を経て採用した者の状況
（単位：人）

選考によって新たに採用した者

うち女性 うち公募手続を経て採用した者

（割合） （割合） うち女性 （割合）

142 28.6% 491 99.0% 139 28.3%

(注)

（３）選考採用者のうち公募手続を経ずに採用した者について、公募手続を行わなかった具体的理由

（４）職位ごとの選考によって新たに採用した者の人数
（単位：人）

うち女性 うち女性 うち女性 うち女性

0 0 4 0 29 5 463 137

（５）選考採用により管理職以上を採用した事例

仙台地方海難審判所理事官
神戸地方海難審判所理事官
長崎地方海難審判所理事官
運輸安全委員会事務局統括船舶事故調査官

・任期中の勤務実績が良好であった産休代替任期付職員を、引き続き育休代替任期付職員として採用した
ため（人事院規則8-12第22条第1項第三号）。
・育休職員の任期付き代替職員について、産後休暇→育児休業になる際、代替職員を任期満了で退職さ
せ、育休と同時に公募を経ず再度採用したため。
・鉄道事故等の調査及び原因究明にあたっては、鉄道運転、車両、信号等に係る高度で専門的な知識・経
験が不可欠であり、また、事故等調査報告書の情報に基づく統計や傾向分析を担い、事故等データの情報
提供、活用方策等の検討を行うにあたり、それぞれの分野において専門性を有する代表的な団体に適任
者の推薦を依頼し、任期付職員法に基づき、人事院の承認を得て採用を行ったため。 
・航空機等の資格を持った職員の採用につき、人事院規則8-12の第22条第１項第１号に該当するため。

496

7893,010

幹部職（相当職含む） 管理職（相当職含む） 課長補佐（相当職含む） 係長（相当職含む）以下

「選考によって新たに採用した者」とは、一般職の常勤職員に係る選考採用のうち、特別職・地方公共団体
等からの選考採用や官民人事交流など人事交流の一環として行われる選考採用を除いたものをいう。

総数 うち女性


